
京都府における令和８年度の取扱いについて 

 

 

 令和８年度における「介護サービス情報の公表」制度について、京都府では、次のと

おり取扱うこととします。 

 

＜令和８年度の報告対象事業所について＞ 

① 令和８年度中に新規指定を受けた事業所（京都市内を除く） 

② 令和７年１月～１２月に支払われた介護報酬が１００万円を超える事業所(京都市

内を除く） 

（公表計画と同時に報告対象となる事業所を一覧にして京都府ホームページ等に掲載

しますので、各事業所において、報告の対象となっているかをご確認ください。） 

 

■ 重要 ■ 

京都市内に所在する事業所に係る介護サービス情報の公表事務は、平成 30 年度から

京都市に移管されました。 

京都市内の事業所については、京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケ

ア推進課（０７５－２２２－３８００）へ直接お問い合わせください。 

   

○ 報告の方法 

※ 京都府ホームページ及びワムネット京都府センターにおいてお知らせする公表計

画に従い、厚生労働省が設置する介護サービス情報報告システムに直接入力。 

なお、令和８年度の公表計画等は７月中に公開予定です。 

 

※①の事業所については、報告の案内通知書（ＩＤ・パスワードを記載）を送付します。 

※②の事業所の報告については、平成２５年度から一度付与したＩＤ・パスワードを次

年度以降も同じものを使用することとしています。したがって、平成２５年度以降に通

知書をお送りした事業所については文書での通知を行いません。通知書を紛失された方

は以下リンクにアクセスいただき、パスワード再発行の手続きをお願いします。（通知

書送付の有無については、報告対象事業所一覧に掲載予定） 

 

■京都府ＨＰ 介護サービス情報の公表制度についてのページ中央 

 

 ・パスワード再発行申請用 URL（外部リンク） 

https://www.pref.kyoto.jp/jigyousho/k-kaigosa-bisuzyouhoukouhyou.html
https://apply.e-tumo.jp/pref-kyoto-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4vobswRgD0g7%2FBt7dRrdLP0zYtUINsUzZVMv1euWs9kXZ4YAnO3G3zG0zQj1uo8ABnGY0%0D%0A5xkLOJJmSyJT7j9YfaJ1v8jFKgNZ3HE%3D3tJ7S303PmA%3D%0D%0A.FPnYy06B1tSu8r3qx1fN2wjBZExI%2BPy6EobCtmCs%2FqM%3D

